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(57)【要約】
【課題】低圧レシーバ、圧縮機、四路切換弁、室外熱交
換器及び各機器間を接続する機内冷媒管を有する室外ユ
ニットにおいて、機内冷媒管の管径を小さくし、設置ス
ペースの低減に寄与できるようにする。
【解決手段】室外ユニット（２）は、室内ユニット（３
）に接続されることによって冷媒回路（６）を構成して
おり、冷媒回路（６）に封入される冷媒をＲ３２とし、
機内冷媒管（１５～２１）のうち、少なくとも、四路切
換弁（９）と低圧レシーバ（７）とを接続する第１吸入
ガス冷媒管（１５）、及び、低圧レシーバ（７）と圧縮
機（８）とを接続する第２吸入ガス冷媒管（１６）の管
外径を、（Ｄｏ－１）／８インチ（ここで、「Ｄｏ／８
インチ」は冷媒回路（６）に封入される冷媒をＲ４１０
Ａとした場合の管外径である）としている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　低圧レシーバ（７）、圧縮機（８）、四路切換弁（９）、室外熱交換器（１０）、及び
、前記各機器間を接続する機内冷媒管を有しており、室内ユニット（３）に接続されるこ
とによって冷媒回路（６）を構成する室外ユニットにおいて、
　前記冷媒回路に封入される冷媒をＲ３２とし、
　前記機内冷媒管のうち、少なくとも、前記四路切換弁と前記低圧レシーバとを接続する
第１吸入ガス冷媒管（１５）、及び、前記低圧レシーバと前記圧縮機とを接続する第２吸
入ガス冷媒管（１６）の管外径を、
　　　（Ｄｏ－１）／８インチ
（ここで、「Ｄｏ／８インチ」は前記冷媒回路に封入される冷媒をＲ４１０Ａとした場合
の管外径である）
としている、
室外ユニット（２）。
【請求項２】
　低圧レシーバ（７）、圧縮機（８）、四路切換弁（９）、室外熱交換器（１０）、及び
、前記各機器間を接続する機内冷媒管を有しており、室内ユニット（３）に接続されるこ
とによって冷媒回路（６）を構成する室外ユニットにおいて、
　前記冷媒回路に封入される冷媒をＲ３２とし、
　前記機内冷媒管のうち、少なくとも、前記四路切換弁と前記低圧レシーバとを接続する
第１吸入ガス冷媒管（１５）、及び、前記低圧レシーバと前記圧縮機とを接続する第２吸
入ガス冷媒管（１６）の管外径を、６／８インチ以下としている、
室外ユニット（２）。
【請求項３】
　定格能力を、２０．０ｋＷから３３．５ｋＷの範囲としている、
請求項１又は２に記載の室外ユニット。
【請求項４】
　前記第２吸入ガス冷媒管には、前記低圧レシーバの出口から前記圧縮機の入口に至るま
でに曲がった管部分である曲管部が複数個形成されており、
　前記曲管部の個数を、
　　　（Ｎｂ＋１）個以上
（ここで、「Ｎｂ個」は前記冷媒回路に封入される冷媒をＲ４１０Ａとした場合の個数で
ある）
としている、
請求項１～３のいずれか１項に記載の室外ユニット。
【請求項５】
　前記第２吸入ガス冷媒管は、前記低圧レシーバの出口から前記圧縮機の入口に至るまで
に鉛直方向に延びる直管部分である鉛直管部が複数本形成されるように曲げられた形状を
有しており、
　前記鉛直管部の管本数を、
　　　（Ｎｐ＋１）本以上
（ここで、「Ｎｐ本」は前記冷媒回路に封入される冷媒をＲ４１０Ａとした場合の管本数
である）
としている、
請求項１～３のいずれか１項に記載の室外ユニット。
【請求項６】
　前記第２吸入ガス冷媒管には、前記低圧レシーバの出口から前記圧縮機の入口に至るま
でに曲がった管部分である曲管部が複数個形成されており、
　前記曲管部の個数を、４個から１０個の範囲としている、
請求項１～３のいずれか１項に記載の室外ユニット。
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【請求項７】
　前記第２吸入ガス冷媒管は、前記低圧レシーバの出口から前記圧縮機の入口に至るまで
に鉛直方向に延びる直管部分である鉛直管部が複数本形成されるように曲げられた形状を
有しており、
　前記鉛直管部の管本数を、３本から６本の範囲としている、
請求項１～３のいずれか１項に記載の室外ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室外ユニット、特に、低圧レシーバ、圧縮機、四路切換弁、室外熱交換器及
び各機器間を接続する機内冷媒管を有する室外ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、室内ユニットと接続されることによって空気調和装置や冷凍装置の冷媒回路
を構成する室外ユニットがある。現在の空気調和装置や冷凍装置の冷媒回路においては、
Ｒ４１０Ａが冷媒として封入されているものが多いが、最近、地球温暖化防止をさらに促
進する観点から、Ｒ４１０Ａよりも地球温暖化係数（ＧＷＰ）が小さいＲ３２が冷媒とし
て封入されるようになってきている。
【０００３】
　そして、このような冷媒回路に封入される冷媒をＲ３２とした空気調和装置や冷凍装置
として、特許文献１（特開２０１３－２０００９０号公報）には、室内ユニットと室外ユ
ニットとの間を接続する冷媒連絡管の管外径を、冷媒回路にＲ４１０Ａが封入される場合
よりも小さくなるように設定する内容が記載されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来の構成では、冷媒回路に封入される冷媒（Ｒ３２）の量や配管材料の使用量を
減らすことを目的としているため、冷媒封入量や材料使用量への影響が大きい冷媒連絡管
の管外径を小さくするようにしている。
【０００５】
　しかし、空気調和装置や冷凍装置では、冷媒封入量や材料使用量の削減だけではなく、
近年の省スペース化の動向に伴い、空気調和装置や冷凍装置を構成する室外ユニットに対
して、設置スペースの低減が要求されており、特に、定格能力が大きい室外ユニットに対
しては、その要求が特に強いものとなっている。ここで、室外ユニットは、低圧レシーバ
、圧縮機、四路切換弁、室外熱交換器、及び、各機器間を接続する機内冷媒管を有してお
り、設置スペースを低減するためには、これらの機器のコンパクト化とともに、機内冷媒
管のコンパクト化も必要になる。
【０００６】
　本発明の課題は、低圧レシーバ、圧縮機、四路切換弁、室外熱交換器及び各機器間を接
続する機内冷媒管を有する室外ユニットにおいて、機内冷媒管の管径を小さくし、設置ス
ペースの低減に寄与できるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の観点にかかる室外ユニットは、低圧レシーバ、圧縮機、四路切換弁、室外熱交換
器、及び、各機器間を接続する機内冷媒管を有しており、室内ユニットに接続されること
によって冷媒回路を構成している。そして、ここでは、冷媒回路に封入される冷媒をＲ３
２とし、機内冷媒管のうち、少なくとも、四路切換弁と低圧レシーバとを接続する第１吸
入ガス冷媒管、及び、低圧レシーバと圧縮機とを接続する第２吸入ガス冷媒管の管外径を
、（Ｄｏ－１）／８インチ（ここで、「Ｄｏ／８インチ」は冷媒回路に封入される冷媒を
Ｒ４１０Ａとした場合の管外径である）としている。
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【０００８】
　ここでは、冷媒をＲ３２にするとともに、機内冷媒管のうちで管外径が大きくて最も機
内スペースを必要とする第１吸入ガス冷媒管及び第２吸入ガス冷媒管の管外径を、冷媒を
Ｒ４１０Ａにする場合よりも小さくしている。
【０００９】
　これにより、ここでは、機内冷媒管の管径を小さくし、室外ユニットの設置スペースの
低減に寄与することができる。
【００１０】
　第２の観点にかかる室外ユニットは、低圧レシーバ、圧縮機、四路切換弁、室外熱交換
器、及び、各機器間を接続する機内冷媒管を有しており、室内ユニットに接続されること
によって冷媒回路を構成している。そして、ここでは、冷媒回路に封入される冷媒をＲ３
２とし、機内冷媒管のうち、少なくとも、四路切換弁と低圧レシーバとを接続する第１吸
入ガス冷媒管、及び、低圧レシーバと圧縮機とを接続する第２吸入ガス冷媒管の管外径を
、６／８インチ以下としている。
【００１１】
　ここでは、冷媒をＲ３２にするとともに、機内冷媒管のうちで管外径が大きくて最も機
内スペースを必要とする第１吸入ガス冷媒管及び第２吸入ガス冷媒管の管外径を、６／８
インチ以下にしている。ここで、冷媒をＲ４１０Ａにする場合には、第１吸入ガス冷媒管
及び第２吸入ガス冷媒管の管外径の範囲が、冷媒をＲ３２にする場合よりも大きくなる。
【００１２】
　これにより、ここでは、機内冷媒管の管径を小さくし、室外ユニットの設置スペースの
低減に寄与することができる。
【００１３】
　第３の観点にかかる室外ユニットは、第１又は第２の観点にかかる室外ユニットにおい
て、定格能力を、２０．０ｋＷから３３．５ｋＷの範囲としている。ここでいう「定格能
力」は、室外ユニットの製品カタログや取扱説明書に記載の「呼称能力」と同等の値を意
味する。
【００１４】
　ここでは、上記第１及び第２の観点にかかる機内冷媒管の管外径を、２０．０ｋＷから
３３．５ｋＷという定格能力が大きい室外ユニットに対して採用している。
【００１５】
　これにより、ここでは、定格能力が大きい室外ユニットの設置スペースの低減に寄与に
することができる。
【００１６】
　第４の観点にかかる室外ユニットは、第１～第３の観点のいずれかにかかる室外ユニッ
トにおいて、第２吸入ガス冷媒管に、低圧レシーバの出口から圧縮機の入口に至るまでに
曲がった管部分である曲管部が複数個形成されている。そして、ここでは、曲管部の個数
を、（Ｎｂ＋１）個以上（ここで、「Ｎｂ個」は冷媒回路に封入される冷媒をＲ４１０Ａ
とした場合の個数である）としている。ここで、曲管部の個数は、低圧レシーバの容器本
体部分を出た直後から圧縮機のケーシング部分（付属レシーバを有する圧縮機の場合には
、付属レシーバの容器本体部分）に入るまでの間の曲管部の個数である。
【００１７】
　機内冷媒管のうち第２吸入ガス冷媒管は、機内冷媒管のうちで最も管外径が大きいにも
かかわらず、圧縮機に直接接続されているため、室外ユニットの輸送時の振動や圧縮機の
運転時の振動の影響を最も受けやすい。このため、第２吸入ガス冷媒管には、輸送振動や
運転振動の影響を緩和するために、低圧レシーバの出口から圧縮機の入口に至るまでに曲
がった管部分である曲管部を複数個形成する必要がある。
【００１８】
　しかし、冷媒をＲ４１０Ａにする場合には、第２吸入ガス冷媒管の管外径が大きいこと
から、設置スペースを大きくせずに、曲管部の個数を多くすることが難しい。
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【００１９】
　そこで、ここでは、上記のように、冷媒をＲ３２にするとともに、第２吸入ガス冷媒管
の管外径を、冷媒をＲ４１０Ａにする場合よりも小さくしていることを利用して、第２吸
入ガス冷媒管の曲管部の個数を、冷媒をＲ４１０Ａにする場合よりも１個以上多くしてい
る。
【００２０】
　これにより、ここでは、設置スペースが大きくなることを抑えつつ、第２吸入ガス冷媒
管の曲管部の個数を多くすることが可能になり、第２吸入ガス冷媒管に対する輸送振動や
運転振動の影響を緩和することができる。
【００２１】
　第５の観点にかかる室外ユニットは、第１～第３の観点のいずれかにかかる室外ユニッ
トにおいて、第２吸入ガス冷媒管が、低圧レシーバの出口から圧縮機の入口に至るまでに
鉛直方向に延びる直管部分である鉛直管部が複数本形成されるように曲げられた形状を有
している。そして、ここでは、鉛直管部の管本数を、（Ｎｐ＋１）本以上（ここで、「Ｎ
ｐ本」は冷媒回路に封入される冷媒をＲ４１０Ａとした場合の管本数である）としている
。ここで、鉛直管部の管本数は、低圧レシーバの容器本体部分を出た直後から圧縮機のケ
ーシング部分（付属レシーバを有する圧縮機の場合には、付属レシーバの容器本体部分）
に入るまでの間の鉛直管部の管本数である。
【００２２】
　機内冷媒管のうち第２吸入ガス冷媒管は、機内冷媒管のうちで最も管外径が大きいにも
かかわらず、圧縮機に直接接続されているため、室外ユニットの輸送時の振動や圧縮機の
運転時の振動の影響を最も受けやすい。このため、第２吸入ガス冷媒管は、輸送振動や運
転振動の影響を緩和するために、低圧レシーバの出口から圧縮機の入口に至るまでに鉛直
管部が複数本形成されるように曲げられた形状にする必要がある。
【００２３】
　しかし、冷媒をＲ４１０Ａにする場合には、第２吸入ガス冷媒管の管外径が大きいこと
から、設置スペースを大きくせずに、鉛直管部の管本数を多くすることが難しい。
【００２４】
　そこで、ここでは、上記のように、冷媒をＲ３２にするとともに、第２吸入ガス冷媒管
の管外径を、冷媒をＲ４１０Ａにする場合よりも小さくしていることを利用して、第２吸
入ガス冷媒管の鉛直管部の管本数を、冷媒をＲ４１０Ａにする場合よりも１本以上多くし
ている。
【００２５】
　これにより、ここでは、設置スペースが大きくなることを抑えつつ、第２吸入ガス冷媒
管の鉛直管部の管本数を多くすることが可能になり、第２吸入ガス冷媒管に対する輸送振
動や運転振動の影響を緩和することができる。
【００２６】
　第６の観点にかかる室外ユニットは、第１～第３の観点のいずれかにかかる室外ユニッ
トにおいて、第２吸入ガス冷媒管に、低圧レシーバの出口から圧縮機の入口に至るまでに
曲がった管部分である曲管部が複数個形成されている。そして、ここでは、曲管部の個数
を、４個から１０個の範囲としている。ここで、曲管部の個数は、低圧レシーバの容器本
体部分を出た直後から圧縮機のケーシング部分（付属レシーバを有する圧縮機の場合には
、付属レシーバの容器本体部分）に入るまでの間の曲管部の個数である。
【００２７】
　機内冷媒管のうち第２吸入ガス冷媒管は、機内冷媒管のうちで最も管外径が大きいにも
かかわらず、圧縮機に直接接続されているため、室外ユニットの輸送時の振動や圧縮機の
運転時の振動の影響を最も受けやすい。このため、第２吸入ガス冷媒管には、輸送振動や
運転振動の影響を緩和するために、低圧レシーバの出口から圧縮機の入口に至るまでに曲
がった管部分である曲管部を複数個形成する必要がある。
【００２８】
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　しかし、冷媒をＲ４１０Ａにする場合には、第２吸入ガス冷媒管の管外径が大きいこと
から、設置スペースを大きくせずに、曲管部の個数を多くすることが難しい。
【００２９】
　そこで、ここでは、上記のように、冷媒をＲ３２にするとともに、第２吸入ガス冷媒管
の管外径を、冷媒をＲ４１０Ａにする場合よりも小さくしていることを利用して、第２吸
入ガス冷媒管の曲管部の個数を、４個から１０個の範囲としている。ここで、冷媒をＲ４
１０Ａにする場合には、第２吸入ガス冷媒管の曲管部の個数の範囲が、冷媒をＲ３２にす
る場合よりも１個以上少なくなる。
【００３０】
　これにより、ここでは、設置スペースが大きくなることを抑えつつ、第２吸入ガス冷媒
管の曲管部の個数を多くすることが可能になり、第２吸入ガス冷媒管に対する輸送振動や
運転振動の影響を緩和することができる。
【００３１】
　第７の観点にかかる室外ユニットは、第１～第３の観点のいずれかにかかる室外ユニッ
トにおいて、第２吸入ガス冷媒管が、低圧レシーバの出口から圧縮機の入口に至るまでに
鉛直方向に延びる直管部分である鉛直管部が複数本形成されるように曲げられた形状を有
している。そして、ここでは、鉛直管部の管本数を、３本から６本の範囲としている。こ
こで、鉛直管部の管本数は、低圧レシーバの容器本体部分を出た直後から圧縮機のケーシ
ング部分（付属レシーバを有する圧縮機の場合には、付属レシーバの容器本体部分）に入
るまでの間の鉛直管部の管本数である。
【００３２】
　機内冷媒管のうち第２吸入ガス冷媒管は、機内冷媒管のうちで最も管外径が大きいにも
かかわらず、圧縮機に直接接続されているため、室外ユニットの輸送時の振動や圧縮機の
運転時の振動の影響を最も受けやすい。このため、第２吸入ガス冷媒管は、輸送振動や運
転振動の影響を緩和するために、低圧レシーバの出口から圧縮機の入口に至るまでに鉛直
管部が複数本形成されるように曲げられた形状にする必要がある。
【００３３】
　しかし、冷媒をＲ４１０Ａにする場合には、第２吸入ガス冷媒管の管外径が大きいこと
から、設置スペースを大きくせずに、鉛直管部の管本数を多くすることが難しい。
【００３４】
　そこで、ここでは、上記のように、冷媒をＲ３２にするとともに、第２吸入ガス冷媒管
の管外径を、冷媒をＲ４１０Ａにする場合よりも小さくしていることを利用して、第２吸
入ガス冷媒管の鉛直管部の管本数を、３本から６本の範囲としている。ここで、冷媒をＲ
４１０Ａにする場合には、第２吸入ガス冷媒管の鉛直管部の管本数の範囲が、冷媒をＲ３
２にする場合よりも１本以上少なくなる。
【００３５】
　これにより、ここでは、設置スペースが大きくなることを抑えつつ、第２吸入ガス冷媒
管の鉛直管部の管本数を多くすることが可能になり、第２吸入ガス冷媒管に対する輸送振
動や運転振動の影響を緩和することができる。
【発明の効果】
【００３６】
　以上の説明に述べたように、本発明によれば、低圧レシーバ、圧縮機、四路切換弁、室
外熱交換器及び各機器間を接続する機内冷媒管を有する室外ユニットにおいて、機内冷媒
管の管径を小さくし、室外ユニットの設置スペースの低減に寄与することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施形態にかかる室外ユニットを有する空気調和装置の概略構成図で
ある。
【図２】室外ユニットの外観斜視図である。
【図３】室外ユニットの平面図（天板と、低圧レシーバ、圧縮機、四路切換弁及び室外熱
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交換器以外の冷媒回路構成部品と、を取り除いて図示）である。
【図４】冷媒回路に封入される冷媒をＲ３２とした場合における低圧レシーバ、圧縮機、
四路切換弁及び吸入ガス冷媒管の配置を示す概略斜視図である。
【図５】冷媒回路に封入される冷媒をＲ４１０Ａとした場合とＲ３２とした場合における
、機内冷媒管の管外径と、第２吸入ガス冷媒管の曲管部の個数と、第２吸入ガス冷媒管の
鉛直管部の管本数と、を示す図である。
【図６】変形例にかかる室外ユニットを有する空気調和装置の概略構成図である。
【図７】変形例にかかる室外ユニットを示す図であって、図３に対応する図である。
【図８】変形例にかかる室外ユニットを示す図であって、図４に対応する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、本発明にかかる室外ユニットの実施形態及びその変形例について、図面に基づい
て説明する。尚、本発明にかかる室外ユニットの具体的な構成は、下記の実施形態及びそ
の変形例に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
【００３９】
　（１）空気調和装置の構成
　図１は、本発明の一実施形態にかかる室外ユニット２を有する空気調和装置１の概略構
成図である。
【００４０】
　空気調和装置１は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行うことによって、建物等の室内の冷
房や暖房を行うことが可能な装置である。空気調和装置１は、主として、室外ユニット２
と、室内ユニット３とが接続されることによって構成されている。ここで、室外ユニット
２と室内ユニット３とは、液冷媒連絡管４及びガス冷媒連絡管５を介して接続されている
。すなわち、空気調和装置１の蒸気圧縮式の冷媒回路６は、室外ユニット２と、室内ユニ
ット３とが冷媒連絡管４、５を介して接続されることによって構成されている。
【００４１】
　室外ユニット２は、室外に設置されており、冷媒回路６の一部を構成している。室外ユ
ニット２は、主として、低圧レシーバ７と、圧縮機８と、四路切換弁９と、室外熱交換器
１０と、膨張弁１１と、液側閉鎖弁１２と、ガス側閉鎖弁１３と、室外ファン１４と、を
有している。各機器及び弁間は、機内冷媒管１５～２１によって接続されている。
【００４２】
　室内ユニット３は、室内に設置されており、冷媒回路６の一部を構成している。室内ユ
ニット３は、主として、室内熱交換器２２を有している。
【００４３】
　冷媒連絡管４、５は、空気調和装置１を建物等の設置場所に設置する際に、現地にて施
工される冷媒管である。液冷媒連絡管４の一端は、室外ユニット２の液側閉鎖弁１２に接
続され、液冷媒連絡管４の他端は、室内ユニット３の室内熱交換器２１の液側端に接続さ
れている。ガス冷媒連絡管５の一端は、室外ユニット２のガス側閉鎖弁１３に接続され、
ガス冷媒連絡管５の他端は、室内ユニット３の室内熱交換器２２のガス側端に接続されて
いる。
【００４４】
　このような冷媒回路６を有する空気調和装置１は、冷房時において、主として、低圧レ
シーバ７、圧縮機８、四路切換弁９、放熱器としての室外熱交換器１０、膨張弁１１、蒸
発器としての室内熱交換器２２、四路切換弁９、低圧レシーバ７の順に冷媒を循環させる
冷凍サイクルを行うようになっている。また、空気調和装置１は、暖房時において、主と
して、低圧レシーバ７、圧縮機８、四路切換弁９、放熱器としての室内熱交換器２２、膨
張弁１１、蒸発器としての室外熱交換器１０、四路切換弁９、低圧レシーバ７の順に冷媒
を循環させる冷凍サイクルを行うようになっている。
【００４５】
　（２）室外ユニットの構成
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　＜全体＞
　図２は、室外ユニット２の外観斜視図である。図３は、室外ユニット２の平面図（天板
４２と、低圧レシーバ７、圧縮機８、四路切換弁９及び室外熱交換器１０以外の冷媒回路
構成部品と、を取り除いて図示）である。図４は、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ３２
とした場合における低圧レシーバ７、圧縮機８、四路切換弁９及び吸入ガス冷媒管１５、
１６の配置を示す概略斜視図である。図５は、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ４１０Ａ
とした場合とＲ３２とした場合における、機内冷媒管１５～１８、２１の管外径と、第２
吸入ガス冷媒管１６の曲管部の個数と、第２吸入ガス冷媒管１６の鉛直管部の管本数と、
を示す図である。
【００４６】
　室外ユニット２は、略直方体箱状のケーシング４０の内部が鉛直に延びる仕切板４８に
より送風機室Ｓ１と機械室Ｓ２とに分割されたトランク型の構造と呼ばれるものである。
室外ユニット２は、主として、略直方体箱状のケーシング４０と、室外ファン１４と、低
圧レシーバ７や圧縮機８等の機器、膨張弁１１や閉鎖弁１２、１３等の弁及び冷媒管１５
～２１等を含み冷媒回路６の一部を構成する冷媒回路構成部品と、を有している。尚、以
下の説明において、「上」、「下」、「左」、「右」、「前」、「後」、「前面」、「背
面」は、特にことわりのない限り、図２に示される室外ユニット２を前方（図面の左斜前
側）から見た場合の方向を意味している。
【００４７】
　＜ケーシング＞
　ケーシング４０は、主として、底フレーム４１と、天板４２と、左前板４３と、右前板
４４と、右側板４５と、を有している。
【００４８】
　底フレーム４１は、ケーシング４０の底面部分を構成する横長の略長方形状の板状部材
である。底フレーム４１の下面には、現地設置面に固定される２つの固定脚４６が設けら
れている。
【００４９】
　天板４２は、ケーシング４０の天面部分を構成する横長の略長方形状の板状部材である
。
【００５０】
　左前板４３は、主として、ケーシング４０の左前面部分及び左側面部分を構成する板状
部材であり、その下部が底フレーム４１にネジ等により固定されている。左前板４３には
、室外ファン１４によってケーシング４０内に吸入される空気の吸入口４３ａが形成され
ている。また、左前板４３には、室外ファン１４によってケーシング４０の背面側及び左
側面側から内部に取り込まれた空気を外部に吹き出すための吹出口４３ｂが設けられてい
る。吹出口４３ｂは、ここでは、上下２つ形成されており、それぞれにファングリル４７
が設けられている。
【００５１】
　右前板４４は、主として、ケーシング４０の右前面部分及び右側面の前部を構成する板
状部材であり、その下部が底フレーム４１にネジ等により固定されている。また、右前板
４４は、その左端部が左前板４３の右端部にネジ等により固定されている。
【００５２】
　右側板４５は、主として、ケーシング４０の右側面の後部及び右背面部分を構成する板
状部材であり、その下部が底フレーム４１にネジ等により固定されている。そして、左前
板４３の後端部と右側板４５の背面側端部と左右方向間には、室外ファン１４によってケ
ーシング４０内に吸入される空気の吸入口４３ｃが形成されている。
【００５３】
　また、ケーシング４０内には、仕切板４８が設けられている。仕切板４８は、底フレー
ム４１上に配置される鉛直に延びる板状部材であり、ケーシング４０の内部を左右２つの
空間に仕切るように配置されている。仕切板４８は、ケーシング４０を上方から見た際に
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、左前板４３の右端部から背面側に向かって延びている。左前板４３の右端部は、仕切板
４８の前端部にネジ等により固定されている。
【００５４】
　このように、ケーシング４０は、その内部が仕切板４８により送風機室Ｓ１と機械室Ｓ
２とに分割されている。より具体的には、送風機室Ｓ１は、底フレーム４１と、天板４２
と、左前板４３と、仕切板４８とによって囲まれた空間であり、主として、室外ファン１
４や室外熱交換器１０が配置されている。機械室Ｓ２は、底フレーム４１と、天板４２と
、右前板４４と、右側板４５と、仕切板４８とによって囲まれた空間であり、主として、
室外熱交換器１０以外の冷媒回路構成部品が配置されている。
【００５５】
　＜室外ファン＞
　室外ファン１４は、送風機室Ｓ１内の室外熱交換器１０の前側に設けられている。ここ
では、室外ファン１４は、プロペラファンであり、吹出口４３ｂに対向するように、送風
機室Ｓ１内に上下２つ配置されている。
【００５６】
　＜冷媒回路構成部品＞
　低圧レシーバ７は、圧縮機８に吸入される冷媒を一時的に溜めるための大型の略円筒形
状の容器であり、機械室Ｓ２内の圧縮機８の上側に設けられている。低圧レシーバ７の入
口は、第１吸入ガス冷媒連絡管１５を介して四路切換弁９に接続されており、低圧レシー
バ７の出口は、第２吸入ガス冷媒連絡管１６を介して圧縮機８に接続されている。ここで
、低圧レシーバ７は、「アキュムレータ」とも呼ばれることがある。
【００５７】
　圧縮機８は、冷媒を圧縮するための機器であり、機械室Ｓ２内に設けられている。ここ
では、圧縮機８は、圧縮機本体８ａ及び付属レシーバ８ｂによって構成される付属レシー
バ付きの圧縮機である。圧縮機本体８ａは、略円筒形状のハウジング内に冷媒を圧縮する
ための圧縮機構及び圧縮機構を回転駆動するためのモータが収容された密閉式圧縮機であ
る。付属レシーバ８ｂは、圧縮機本体８ａに吸入される冷媒を一時的に溜めるために圧縮
機本体８ａの側部に設けられるとともに配管接続された小型の略円筒形状の容器である。
圧縮機８の吸入口としての付属レシーバ８ｂの入口は、機内冷媒管の１つである第２吸入
ガス冷媒管１６を介して低圧レシーバ７の出口に接続されており、圧縮機８の吐出口とし
ての圧縮機本体８ａの出口は、機内冷媒管の１つである吐出ガス冷媒管１７（図１参照）
を介して四路切換弁９に接続されている。
【００５８】
　四路切換弁９は、冷媒回路６（図１参照）における冷媒の循環方向を切り換えるための
切換弁であり、機械室Ｓ２内の低圧レシーバ７の横側に設けられている。四路切換弁９は
、４つのポートを有しており、その第１のポートは、機内冷媒管の１つである第２ガス冷
媒連絡管２１（図１参照）を介してガス側閉鎖弁１３（図１参照）に接続されている。四
路切換弁９の第２のポートは、第１吸入ガス冷媒連絡管１５を介して低圧レシーバ７の入
口に接続されており、第３ポートは、吐出ガス冷媒連絡管１７を介して圧縮機８の吐出口
に接続されており、第４ポートは、第１ガス冷媒連絡管１８（図１参照）を介して室外熱
交換器１０に接続されている。
【００５９】
　機械室Ｓ２内には、他の冷媒回路構成部品１１～１３、１９、２０も設けられているが
、ここでは説明を省略する。
【００６０】
　室外熱交換器１０は、送風機室Ｓ１内に設けられており、室外ファン１４によってケー
シング４０内に取り込まれた空気との間で熱交換を行う熱交換器である。ここでは、室外
熱交換器１０は、ケーシング４０の左側面から背面に沿うように配置された略Ｌ字形状を
なしている。
【００６１】
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　－機内冷媒管の管外径－
　上記のような構成を有する室外ユニット２においては、設置スペースの低減が要求され
ており、特に、定格能力が大きなものに対しては、その要求が特に強いものとなっている
。ここで、室外ユニット２の設置スペースを低減するためには、圧縮機８や室外熱交換器
１０のような機器のコンパクト化とともに、機内冷媒管１５～２１のコンパクト化も必要
である。
【００６２】
　そこで、ここでは、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ３２とし、機内冷媒管１５～２１
のうち、少なくとも、第１吸入ガス冷媒管１５、及び、第２吸入ガス冷媒管１６の管外径
を、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ４１０Ａとした同一の定格能力の室外ユニット２よ
りも小さくしている。すなわち、ここでは、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ３２にする
とともに、機内冷媒管１５～２１のうちで管外径が大きくて最も機内スペースを必要とす
る第１吸入ガス冷媒管１５及び第２吸入ガス冷媒管１６の管外径を、冷媒をＲ４１０Ａに
する場合よりも小さくしている。
【００６３】
　ここで、機内冷媒管１５～２１の管外径は、冷媒回路６において所定の定格能力を得る
ために必要な冷媒の冷媒循環量、及び、機内冷媒管１５～２１で許容できる圧力損失を算
出しておき、機内冷媒管１５～２１における圧力損失が許容範囲に収まるように設定する
ことによって行われる。尚、ここでは、室外ユニット２の定格能力の範囲を、２０．０ｋ
Ｗ（８馬力）から３３．５ｋＷ（１２馬力）とし、トランク型の室外ユニットの中では大
型のものを対象としている。また、ここでいう「定格能力」は、室外ユニット２の製品カ
タログや取扱説明書に記載の「呼称能力」と同等の値を意味する。
【００６４】
　そうすると、冷媒をＲ４１０Ａとした場合に比べて冷媒をＲ３２とした場合のほうが、
同一の定格能力において冷媒循環量を減らすことができるため、冷媒をＲ３２とする場合
に、機内冷媒管１５～２１の管外径を、冷媒をＲ４１０Ａにする場合よりも小さくしてい
る。図５においては、第１吸入ガス冷媒管１５及び第２吸入ガス冷媒管１６を含むガス冷
媒が流れる機内冷媒管１５～１８、２１の管外径が記載されているが、いずれの機内冷媒
管１５～１８、２１についても、冷媒をＲ３２とした場合に、冷媒をＲ４１０Ａとした場
合よりも管外径を小さくしている。そして、ここでは、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ
４１０Ａとした場合の機内冷媒管１５～２１の管外径を「Ｄｏ／８インチ」として、冷媒
回路６に封入される冷媒をＲ３２とした場合の機内冷媒管１５～１８、２１の管外径を、
（Ｄｏ－１）／８インチにしている。すなわち、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ３２と
した場合の機内冷媒管１５～２１の管外径を、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ４１０Ａ
とした場合の機内冷媒管１５～２１の管外径よりも１サイズ小さくしている。
【００６５】
　具体的には、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ３２とした場合に、機内冷媒管１５～２
１の管外径を６／８インチ以下にしている。ここでは、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ
３２とした場合に、吐出ガス冷媒管１７の管外径を４／８～５／８インチ（冷媒をＲ４１
０Ａとした場合は５／８～６／８インチ）にし、第１ガス冷媒管１８の管外径を５／８イ
ンチ（冷媒をＲ４１０Ａとした場合は６／８インチ）にし、第２ガス冷媒管２１の管外径
を６／８インチ（冷媒をＲ４１０Ａとした場合は７／８インチ）にしている。そして、機
内冷媒管１５～２１のうちで管外径が大きくて最も機内スペースを必要とする第１吸入ガ
ス冷媒管１５及び第２吸入ガス冷媒管１６の管外径を６／８インチ（冷媒をＲ４１０Ａと
した場合は７／８インチ）にしている。言い換えれば、冷媒をＲ４１０Ａにする場合には
、機内冷媒管１５～２１の管外径の範囲が、冷媒をＲ３２にする場合よりも大きくなると
いうことである。
【００６６】
　これにより、ここでは、機内冷媒管１５～２１の管径を小さくし、室外ユニット２の設
置スペースの低減に寄与することができる。特に、ここでは、上記の機内冷媒管１５～２
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１の管外径を、２０．０ｋＷから３３．５ｋＷという定格能力が大きい室外ユニット２に
対して採用しているため、室外ユニット２の設置スペースの低減への寄与が顕著である。
【００６７】
　－第２吸入ガス冷媒管の曲がり形状－
　機内冷媒管１５～２１のうち第２吸入ガス冷媒管１６は、機内冷媒管１５～２１のうち
で最も管外径が大きいにもかかわらず、圧縮機８に直接接続されているため、室外ユニッ
ト２の輸送時の振動や圧縮機８の運転時の振動の影響を最も受けやすい。このため、第２
吸入ガス冷媒管１６には、輸送振動や運転振動の影響を緩和するために、低圧レシーバ７
の出口から圧縮機８の入口に至るまでに曲がった管部分である曲管部（曲がった管部分）
を複数個形成する、又は、低圧レシーバ７の出口から圧縮機８の入口に至るまでに鉛直管
部（鉛直方向に延びる直管部分）が複数本形成されるように曲げられた形状にする必要が
ある。ここで、曲管部の個数は、低圧レシーバ７の容器本体部分を出た直後から圧縮機８
を構成する付属レシーバ８ｂの容器本体部分に入るまでの間の曲管部の個数である。また
、鉛直管部の管本数は、低圧レシーバ７の容器本体部分を出た直後から圧縮機８のケーシ
ング部分（ここでは、付属レシーバ８ｂを有する圧縮機８であるため、付属レシーバ８ｂ
の容器本体部分）に入るまでの間の鉛直管部の管本数である。
【００６８】
　しかし、冷媒をＲ４１０Ａにする場合には、第２吸入ガス冷媒管１６の管外径が大きい
ことから、設置スペースを大きくせずに、曲管部の個数や鉛直管部の管本数を多くするこ
とが難しい。
【００６９】
　そこで、ここでは、上記のように、冷媒をＲ３２にするとともに、第２吸入ガス冷媒管
１６の管外径を、冷媒をＲ４１０Ａにする場合よりも小さくしていることを利用して、第
２吸入ガス冷媒管１６の曲管部の個数を、冷媒をＲ４１０Ａにする場合よりも１個以上多
くする、又は、第２吸入ガス冷媒管１６の鉛直管部の管本数を、冷媒をＲ４１０Ａにする
場合よりも１本以上多くしている。
【００７０】
　ここで、第２吸入ガス冷媒管１６の曲がり形状は、室外ユニット２（ここでは、機械室
Ｓ２）内の所定の位置に低圧レシーバ７及び圧縮機８を設け、第２吸入ガス冷媒管１６で
接続する場合に形成可能な曲管部の個数や鉛直管部の管本数を設定することによって行わ
れる。尚、ここでも、室外ユニット２の定格能力の範囲を、２０．０ｋＷ（８馬力）から
３３．５ｋＷ（１２馬力）とし、トランク型の室外ユニットの中では大型のものを対象と
している。
【００７１】
　そうすると、冷媒をＲ４１０Ａとした場合に比べて冷媒をＲ３２とした場合のほうが、
上記のように、第２吸入ガス冷媒管１６の管外径を１サイズ小さくすることができ（７／
８インチから６／８インチにでき）、曲げ半径を小さくすること及び鉛直管部の確保が容
易になるため、冷媒をＲ３２とする場合に、第２吸入ガス冷媒管１６の曲管部の個数又は
鉛直管部の管本数を多くしている。そして、ここでは、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ
４１０Ａとした場合の第２吸入ガス冷媒管１６の曲管部の個数を「Ｎｂ個」として、冷媒
回路６に封入される冷媒をＲ３２とした場合の第２吸入ガス冷媒管１６の曲管部の個数を
、（Ｎｂ＋１）個以上にしている。また、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ４１０Ａとし
た場合の第２吸入ガス冷媒管１６の鉛直管部の管本数を「Ｎｐ本」として、冷媒回路６に
封入される冷媒をＲ３２とした場合の第２吸入ガス冷媒管１６の鉛直管部の管本数を、（
Ｎｐ＋１）本以上にしている。すなわち、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ３２とした場
合の第２吸入ガス冷媒管１６の曲管部の個数や鉛直管部の管本数を、冷媒回路６に封入さ
れる冷媒をＲ４１０Ａとした場合の第２吸入ガス冷媒管１６の曲管部の個数や鉛直管部の
管本数よりも１個又は１本以上多くしている。
【００７２】
　具体的には、図４に示すように、機械室Ｓ２内の所定の位置に低圧レシーバ７及び圧縮
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機８を設け、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ３２とした場合には、第２吸入ガス冷媒管
１６（管外径は６／８インチ）の曲管部１６Ｂ、１６Ｄ、１６Ｆ、１６Ｈ、１６Ｊ、１６
Ｌの個数を６個で鉛直管部１６Ａ、１６Ｅ、１６Ｉ、１６Ｍの管本数を４本にすることが
できる。これに対して、図４と同じ位置に低圧レシーバ７及び圧縮機８を設け、冷媒回路
６に封入される冷媒をＲ４１０Ａとした場合には、ここでは図示しないが、第２吸入ガス
冷媒管１６（管外径は７／８インチ）の曲管部の個数が５個で鉛直管部の管本数が３本に
なる。すなわち、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ３２とした場合の第２吸入ガス冷媒管
１６の曲管部の個数や鉛直管部の管本数は、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ４１０Ａと
した場合の第２吸入ガス冷媒管１６の曲管部の個数や鉛直管部の管本数よりも１個又は１
本以上多くなるということである。そして、第２吸入ガス冷媒管１６の曲管部の個数や鉛
直管部の管本数について、機械室Ｓ２内における低圧レシーバ７及び圧縮機８の種々の配
置に対して検討すると、図５に示すように、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ４１０Ａと
した場合に曲管部の個数が３個から９個の範囲（鉛直管部の管本数が２本から５本の範囲
）であるのに対して、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ３２とした場合には、曲管部の個
数を４個から１０個の範囲（鉛直管部の管本数を３本から６本の範囲）にすることができ
る。
【００７３】
　これにより、ここでは、設置スペースが大きくなることを抑えつつ、第２吸入ガス冷媒
管１６の曲管部の個数や鉛直管部の管本数を多くすることが可能になり、第２吸入ガス冷
媒管１６に対する輸送振動や運転振動の影響を緩和することができる。
【００７４】
　（３）変形例
　上記実施形態においては、図１、図３及び図４に示すように、圧縮機８が付属レシーバ
付きの圧縮機であり、室外ユニット２（ここでは、機械室Ｓ２）内に、低圧レシーバ７が
圧縮機８の上側に設けられている例を挙げて説明したが、圧縮機８は付属レシーバ付きの
圧縮機に限定されるものではなく、また、室外ユニット２内における低圧レシーバ７の配
置も圧縮機の上側に設けられるものに限定されるものではない。
【００７５】
　例えば、図６～図８に示すように、圧縮機８が付属レシーバを有しない圧縮機であり、
室外ユニット２（ここでは、機械室Ｓ２）内に、低圧レシーバ７が圧縮機８の横側に設け
られていてもよい。
【００７６】
　この場合であっても、冷媒回路６に封入される冷媒をＲ３２にするとともに、第１吸入
ガス冷媒管１５及び第２吸入ガス冷媒管１６を含む機内冷媒管１５～２１の管外径を、冷
媒をＲ４１０Ａにする場合よりも１サイズ小さい６／８インチにすることができる。また
、第２吸入ガス冷媒管１６の曲管部の個数や鉛直管部の管本数を、冷媒をＲ４１０Ａにす
る場合よりも１個又は１本多い６個（曲管部１６Ｂ、１６Ｄ、１６Ｆ、１６Ｈ、１６Ｊ、
１６Ｌ）や４本（鉛直管部１６Ａ、１６Ｅ、１６Ｉ、１６Ｍ）にすることができ、曲管部
の個数の範囲（４個から１０個）や鉛直管部の管本数の範囲（３本から６本）を満たすこ
とができる。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明は、低圧レシーバ、圧縮機、四路切換弁、室外熱交換器及び各機器間を接続する
機内冷媒管を有する室外ユニットに対して、広く適用可能である。
【符号の説明】
【００７８】
　２　　室外ユニット
　３　　室内ユニット
　６　　冷媒回路
　７　　低圧レシーバ
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　８　　圧縮機
　９　　四路切換弁
　１０　室外熱交換器
　１５　第１吸入ガス冷媒管
　１６　第２吸入ガス冷媒管
【先行技術文献】
【特許文献】
【００７９】
【特許文献１】特開２０１３－２０００９０号公報
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【図５】 【図６】



(15) JP 2017-190903 A 2017.10.19

【図７】 【図８】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

